
令和６年度障害福祉サービス等
報酬改定（障害児支援関係）に　　　　　
　　おける主な改定内容
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　令和６年度障害福祉サービス等の報酬改定

  （障害児通所支援事業）（抜粋）

　　　　

　         １　基本報酬

　         ２　延長支援加算

　         ３　児童指導員等加配加算　

　         ４　専門的支援体制加算

　         ５　専門的支援実施加算

　         ６　個別サポート加算

　         ７　子育てサポート加算
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児童発達支援・放課後等デイサービス

１　基本報酬

•３０分以下は算定対象外（周囲の環境に慣れるためなど市町村が認めた場合　　
　は可）

・放課後等デイサービスも休業日単価は廃止、時間区分で設定（放デイの区分
　③は学校休業日のみ算定可）

・個別支援計画より短い場合…事業所都合：実際の提供時間で算定する　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　保護者・利用児都合：計画の提供時間で算定する
・個別支援計画より長い場合…計画で定めた時間で算定する

・主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬は、定員の区分設定を3
　人単位刻みに変更

【支援時間区分】
①30分以上1時間30分以下
②1時間30分超3時間以下
③3時間超5時間以下
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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• 支援時間が5時間（放デイ平日は3時間）である児を受け入れること 
    としていること。

・ 運営規程に定める営業時間が6時間以上（放デイ平日は除く）である 　　
　 こと。

• 個別支援計画に位置付けて１時間以上の延長支援を行うこと。

• 延長時間には２人以上の職員（うち１名は児童発達支援管理責任者含
　 む基準人員であること）を配置すること。

 

２　延長支援加算

児童発達支援・放課後等デイサービス
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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• 人員基準に加え、児童指導員等又はその他の従業者を１以上配置(常勤　
　 専従又は常勤換算）していること。

• 加配した従業者の職種（児童指導員等、その他の従業者）、経験年数　　
　 児童福祉事業5年以上、5年未満）及び配置の形態（常勤専従、常勤
　 換算）に応じて、報酬の区分が変わる。

• 当該加算おける児童福祉事業は、児童福祉法に規定された事業に加え、　
　 幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級指導における経験も含む。

　　
• 経験年数は資格取得前でも算定可能 

• 従前と同じく複数区分の職員を組み合わせる場合は低い区分で算定

3  児童指導員等加配加算

【改正前】
○理学療法士等を配置
○児童指導員等を配置
○その他の従業者を配置

【改正後】
○児童指導員等を配置
　　常勤専従・経験５年以上
　　常勤専従・経験５年未満
　　常勤換算・経験５年以上
　　常勤換算・経験５年未満
○その他の従業者を配置

児童発達支援・放課後等デイサービス
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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•  基準人員に加え、理学療法士等を１以上配置（常勤換算）していること。

•　当該加算の理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
　心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、資格取得・任用から５年以上
　児童福祉事業の実務経験がある保育士又は児童指導員 

•　児童指導員等加配加算とは別の従業者を配置すること。

【改正前】 
○専門的支援加算
　理学療法士等を配置　
　児童指導員を配置
○特別支援加算
　理学療法士等を配置　
　し、専門的支援を計　
　画的に実施

【改正後】【新設】
○専門的支援体制加算
○専門的支援実施加算

※体制加算……理学療法士等を配置
　実施加算……専門人員が個別・集中的な　　　　　　
　　　　　　　専門的支援を計画的に実施

４　専門的支援体制加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童発達支援・放課後等デイサービス

→併給可能
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【改正前】 
○専門的支援加算
　理学療法士等を配置　
　児童指導員を配置
○特別支援加算
　理学療法士等を配置　
　し、専門的支援を計　
　画的に実施

【改正後】【新設】
○専門的支援体制加算
○専門的支援実施加算

※体制加算……理学療法士等を配置
　実施加算……専門人員が個別・集中的な　　　　　　
　　　　　　　専門的支援を計画的に実施

５　専門的支援実施加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童発達支援・放課後等デイサービス

→併給可能

• 理学療法士等は単に配置すれば算定可

• 理学療法士等が、専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援　   
  を行うこと。

• 実施加算は児童発達支援：月４回（月12日以上利用は月６回まで）     
                 放課後等デイサービス：月２回（６～12日利用は４回、12 
                                                  日以上は６回）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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• 乳幼児等サポート調査表は廃止 

• 従来の個別サポート加算（Ⅰ）100単位/日は廃止（基本報酬に包括）

• 個別サポート加算（Ⅰ）120単位/日が新設 

• ※個別サポート加算（Ⅰ）120単位/日の対象となる障害児は次のいず
　　 れかに該当する方
　　    重症心身障害児
　　　 身体障害者手帳 1 級 ・ 2 級
　　    療育手帳 最重度又は重度
　　    精神障害者保健福祉手帳 １級
  
•主として重症心身障害児を通わせる事業所が、重症心身害児に対する基　
　本報酬を算定している場合は、本加算は算定不可。
                                                  

６　児童発達支援の個別サポート加算（Ⅰ）

　児童発達支援
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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• 就学時サポート調査表は継続 

• ①個別サポート（Ⅰ）90単位/日は、従来通り就学児サポート調査表　
　　 13点以上の障害児が対象 

• ②個別サポート（Ⅰ）（重度）120単位/日が新設
 　　※同調査表にて食事、排せつ、入浴、移動のうち3以上が「全介助」　
　　 の障害児が対象 

• ①については、強度行動障害者養成研修（基礎研修）修了者を配置し　
　　 て支援を行った場合さらに３０単位を加算可能。
  
•主として重症心身障害児を通わせる事業所が、重症心身害児に対する基　
　本報酬を算定している場合は、本加算は算定不可。
                                                  

６　放課後等デイサービスの個別サポート加算（Ⅰ）

　放課後等デイサービス
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• 連携先にこども家庭センターを追加。 

・ 情報共有のスパンを6月に1回以上とした。

• 関係機関連携加算（Ⅲ）と併給できないため注意

６　個別サポート加算（Ⅱ）

児童発達支援・放課後等デイサービス
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和６年４月１日　こども家庭庁 資料抜粋 
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• 継続的に学校に通学できない児童（不登校児童）への支援の充実を図　　　　　
　 る観点から、不登校児童に対し、通常の発達支援に加えて、学校との
　 連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。 

• 算定に当たり学校との連携が必要だが、当該連携については関係機関
　 連携加算の算定は不可

• 算定に当たり家族への相談援助を実施するが、当該相談援助について
　 は家族支援加算の算定は不可

６　個別サポート加算（Ⅲ）

　　　　　放課後等デイサービス
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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• 家族が支援の場（事業所）でこどもへの対応やかかわり方を学ぶ機会を　　　
　 提供した場合に評価。
 
• １人の職員につき５世帯まで、月４回までが上限。
 
• 家族支援加算との併給不可。 

７　子育てサポート加算

児童発達支援・放課後等デイサービス
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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